
①
 

天
明
の
大
飢
饉
は
、
紀
州
藩
第
九
代
藩
主
徳
川
治
貞
の
、
藩
政
改
革

へ
の
展
望
を
打
ち
砕
い
た
。
人
材
登
用
や
文
武
奨
励
、
著
作
を
通
じ
て

の
家
臣
団
教
化
策
、
目
安
箱
の
設
置
な
ど
、
漸
進
的
な
諸
政
策
は
、
飢

饉
以
後
に
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
代
わ
っ
て
、
家
中
半
知
を
中

心
と
し
た
財
政
政
策
が
前
面
に
出
て
来
た
。
し
か
し
、
家
中
半
知
の
決

定
か
ら
二
年
後
の
寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
、
治
貞
は
死
亡
し
た
。

徳
川
治
宝
が
第
十
代
藩
主
に
就
任
し
、
寛
政
改
革
を
開
始
し
た
の
は
、

そ
う
し
た
時
で
あ
っ
た
。

治
宝
の
、
寛
政
改
革
に
お
け
る
家
臣
団
統
制
策
は
、
文
化
二
年
(
-
八

0
五
）
ま
で
の
前
期
と
、
同
三
年
以
後
の
後
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
前
期
の
政
策
は
、
寛
政
五
年
を
中
心
と
し
た
役
名
唱
替
と
そ
の
中

で
の
格
式
制
定
、
及
び
、
享
和
三
年
（
一
八
0
三
）
の
学
問
御
試
制
定
が

寛
政
改
革
に
お
け
る
家
臣
団
統
制
策

主
要
な
も
の
で
あ
る
。
寛
政
四
年
に
、
治
貞
以
来
の
家
中
半
知
が
終
了

し
て
い
る
が
、
前
期
の
財
政
政
策
は
失
敗
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

R
 

後
期
に
は
い
る
と
、
文
化
三
年
に
、
側
近
の
大
幅
な
入
れ
替
え
が
あ

っ
た
。
財
政
政
策
に
失
敗
し
た
老
中
達
を
更
迭
し
た
上
で
、
建
白
書
が

優
秀
で
あ
っ
た
堀
江
平
蔵
な
ど
を
抜
擢
し
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
中
心

と
な
っ
て
、
藩
政
改
革
後
期
に
は
、
家
臣
団
の
借
財
対
策
を
中
心
と
し

・
「
け
お
き
わ
り
す
ま
し

た
経
済
的
統
制
策
が
本
格
化
さ
れ
た
。
主
要
な
政
策
は
浮
置
米
と
割
済

米
で
あ
る
。
浮
置
米
は
、
上
米
の
こ
と
で
、
割
済
米
は
、
借
財
の
あ
る

家
臣
に
上
米
を
さ
せ
、
藩
が
強
制
的
に
借
財
返
済
を
行
な
う
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
上
米
は
、
最
大
の
者
で
、
知
行
米
・
切
米
の
内
、
五
四

・
八
％
と
な
っ
た
。
そ
の
ほ
か
、
倹
約
令
な
ど
も
出
さ
れ
て
い
る
が
、

さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。

紀
州
藩
の
寛
政
改
革
に
お
け
る
家
臣
団
統
制
策
は
、
右
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
前
期
に
、
政
治
的
統
制
は
実
現
し
た
も
の

の
経
済
的
統
制
に
失
敗
し
、
後
期
に
は
、
そ
れ
を
補
填
す
べ
く
、
側
近

紀
州
藩
に
お
け
る
寛
政
改
革
と
加
増
制
の
擬
制
化

遊

佐

教

寛
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寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
、
役
名
唱
替
が
行
な
わ
れ
、
役
儀
名
の
う
ち
、

「
大
番
」
を
「
大
御
番
」
、
「
大
番
頭
」
を
「
大
番
頭
」
、
「
講
堂
勤
」
を

「
諸
士
以
上
儒
者
」
に
変
え
、
「
物
読
」
を
廃
止
し
た
。
そ
れ
を
手
始

め
と
し
て
、
治
宝
の
時
期
に
は
、
表
1
の
よ
う
に
一
七
九
の
役
儀
名
が

変
更
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
変
っ
た
の
は
名
称
だ
け
で
、
役
儀
内
容
は

③
 

元
の
ま
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
足
軽
」
が
「
同
心
」
、
「
御
茶
道
坊

主
」
が
「
御
数
寄
屋
坊
主
」
、
「
御
天
守
預
」
が
「
御
天
守
番
之
頭
」
、

「
郡
奉
行
」
が
「
御
代
官
」
と
い
う
よ
う
に
呼
び
替
え
ら
れ
た
に
す
ぎ

c
 

な
い
。
ほ
と
ん
ど
が
幕
府
と
同
じ
呼
称
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
新
設

は
、
「
御
書
院
番
頭
」
・
「
御
小
姓
組
番
頭
」
・
「
新
御
番
頭
」
・
「
小
普

請
支
配
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
配
下
の
役
、
お
よ
び
「
大
御
番
組
頭
」

の
、
合
計
九
役
、
廃
止
は
、
「
物
読
」
と
「
御
広
敷
新
役
」
だ
け
で
あ

る。

格
式
制
定

を
入
れ
替
え
た
上
で
経
済
的
統
制
に
乗
り
出
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
こ
の
家
臣
団
統
制
策
の
う
ち
、
政
治
的
統
制
に
限
っ
て
論

じ
た
。
右
の
よ
う
な
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
当
然
、
文
化
二
年

以
前
の
、
前
期
の
検
討
が
中
心
と
な
る
。
格
式
や
学
問
御
試
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
役
儀
中
心
の
家
臣
団
社
会
が
完
成
す
る
が
、
そ
こ
で

の
格
表
示
の
問
題
を
検
討
し
て
い
く
。

表
2
は
、
享
和
四
年
(

l

八
0
四
）
の
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
に

書
か
れ
た
主
要
な
役
儀
を
役
順
で
表
わ
し
た
。

⑤
 

役
名
唱
替
に
よ
っ
て
、
役
儀
名
三
七
一
の
う
ち
、
一
七
九
が
変
更
さ

れ
た
。
紀
州
藩
の
役
儀
は
、
初
代
藩
主
頼
宣
の
時
期
に
整
備
さ
れ
た
の

⑥
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
、
延
宝
五
年
か
六
年
（
一
六
七
七
か

七
八
）
の
「
和
歌
山
分
限
帳
」
か
ら
「
天
明
年
間
（
一
七
八
一
し
八
八
）
御

礼
式
」
に
至
る
ま
で
、
役
儀
名
に
は
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
い
。
役
名

唱
替
は
、
百
数
十
年
ぶ
り
の
大
改
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
役
名
唱
替

表 1 寛政改革における役名改唱の数

寛政4年(1792)

5年

6年

7年

8年

9年

10年

11年

12年

享和元年(1801)

2年

3年

文化元年(1804)

2年

3年

4年

5年

6年

1378143413581208810101 

7年

゜8年

゜9年

゜10年

゜11年

゜12年 12 

13年 5 

14年

゜文政元年(1818)

゜2年

゜3年 2 

4年

゜5年

゜6年

゜7年

゜計 1179 

|『南紀徳川史』第 8冊169
~186ページより作成
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表2 寛政改革以後の主要な役儀

格式Iit I 役儀名 I役高 l役料 格 式 層 I役儀名

◎御老中 2,000 御留守居番

l l 御伝 1,500 300 ◎大御番

◎御側御用人 1,300 
◎0御調代方御官右筆

◎大御番頭 1,000 
大

大普請奉行
0御台所頭

広 ◎御勘定奉行
0独礼小普請

400 ]0 

間 御船奉行 400 100 ◎御小C び人と頭

席
御用御取次 400 ， 悶0御馬預

御供番頭 400 
闊

0小十人小普請

◎御書院番頭 塁 0以下小普請組頭
400 ， 閏凸

〇御用人
新宮・田辺与力

300 25両

町奉行 400 0以下小普請

◎小普請支配 300 20枚 〇奥御用部屋書役

御留守居番頭 I 400 0御用部屋書役

◎御先手物頭 300 （供2人）
伝甫御蔵奉行

◎御納戸頭 60 
北山御材木奉行

席t 
御徒頭 300 

下御且^  
御駕頭

頭 御徒組頭

役
御目附 300 

0御用部屋吟味役
御使番 300 

寄合組頭 400 
〇御中間頭

御匙医 300 
穴太役

御徒

御留守居物頭 200 御絵師

寄合 御台所人組頭

御小姓 25 0小間使頭

御供番組頭 300 御台所人

素 虎 奥御右筆組頭 80 

抱 之
◎御書院番組頭 60 （以ふ者）

以
◎大御番組頭 200 ◎伊賀

間
御作事奉行 50 奥坊主

上 並 御供番 200 ◎御小人組頭

◎小普請組頭 40 5枚 ◎平御小人

◎御書院番 25 ◎御駕之者

◎奥御右筆留役 50 小間使

◎御数寄屋頭 ◎御仲間

(I) 0は寛政改革による役名変更。◎はそのうち、幕府と同じ役儀名。

(2) 役儀の機構は不明。

役高 1役料

25 

20 20両

40 

25 

20 

13 

15 

13 

20 

15 2両

15 

12 3 

8 

12 

10 

12 

15 

10 I 

12 

（切米）
帽）， 2 

7 2 

6 2 

4 1 

5 1.5 

銀110匁4I 
1.5 

1 

(3) 享和4年「御家中御役高御役順」『国初御家中知行高」所収、『和歌山県史 近世

史料 1』所収）より作成。
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の
第
一
の
意
味
で
あ
る
。

第
二
に
は
、
役
順
を
区
分
し
、
格
式
が
厳
密
に
決
定
さ
れ
た
こ
と
で

あ
る
。も

っ
と
も
、
役
順
は
、
そ
れ
ま
で
に
も
当
然
存
在
し
、
「
天
明
年
間

御
礼
式
」
に
も
、
表
2
に
示
し
た
役
順
に
近
い
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
。

格
式
は
、
寛
政
以
降
の
格
式
で
あ
る
「
布
衣
以
上
」
が
、
改
定
以
前
に

は
「
御
鎗
奉
行
以
上
」
と
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
、
「
頭
役
」
も
、
「
天

⑧
 

明
年
間
御
礼
式
」
で
使
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
「
天
明
年
間
御
礼
式
」
の
役
順
は
、
文
字
通
り
、
諸
礼
事

の
際
の
座
席
順
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
御
鎗
奉

行
以
上
」
・
「
頭
役
」
と
い
う
呼
称
も
、
表
現
か
ら
す
る
な
ら
ば
格
式
を

示
す
も
の
で
は
な
く
、
役
順
の
上
で
の
一
定
の
区
切
り
の
意
味
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
明
以
前
の
紀
州
藩
に
は
、
格
式
と
い
う

形
で
の
価
値
基
準
は
な
か
っ
た
と
判
断
で
き
る
。

だ
か
ら
、
役
儀
の
格
式
を
示
す
役
順
帳
と
い
う
も
の
は
、
天
明
以
前

に
は
作
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
作
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

残
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。

寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
、
役
順
の
う
ち
、
十
人
組
並
（
寛
政
六
年
以
降
の

小
十
人
格
）
以
上
が
「
御
目
見
以
上
」
、
そ
の
下
か
ら
御
徒
並
（
寛
政
六
年

以
降
の
御
徒
格
）
ま
で
が
「
御
目
見
以
下
」
と
い
う
格
式
に
区
分
さ
れ

た。
同
六
年
に
は
、
「
御
鎗
奉
行
以
上
」
が
、
「
布
衣
巳
上
」
と
い
う
、
幕

R
 

府
と
同
じ
格
式
名
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
単
な
る
呼
称
の
変
更
で

は
な
く
、
格
式
制
度
の
制
定
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、

役
順
の
意
味
も
、
役
儀
の
序
列
・
格
式
の
基
準
と
な
る
も
の
に
転
化
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
の
格
式
が
制
定
さ
れ
た
年
は
不
明
で
あ

る
が
、
右
の
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
確

実
で
あ
る
。

実
際
、
享
和
四
年
（
一
八
0
四
）
に
は
、
史
料
上
、
格
式
が
確
認
で
き

⑩
 

る
最
も
早
い
例
で
あ
る
、
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
が
書
か
れ
た
。

全
体
の
概
略
は
表
2
に
示
し
た
。
記
載
順
序
は
役
順
で
、
格
式
・
席
単

位
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

口
孔
雀
間
席

御
守
殿
御
用
人
三
百
石
高
金
五
十
両

御

書

院

番

頭

四

百

石

高

（
中
略
）

御

旗

奉

行

四

百

石

高

御

鎗

奉

行

四

百

石

高

1
1
右
布
衣
以
上
1
1

口
虎
之
間
席

勢
州
奉
行
兼

松
坂
町
奉
行

根

来

頭

三

百

石

高

（
後
略
。
口
と
1
1
は
朱
書
）

と
い
う
形
で
あ
る
。
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役
高
整
備
と
足
高
役
料
制

格
表
示
に
関
し
て
明
ら

つ
ま
り
、
制
定
年
が
特
定
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
「
御
目
見
以

上
」
・
「
御
目
見
以
下
」
・
「
布
衣
以
上
」
を
は
じ
め
と
し
た
格
式
は
、
寛

政
期
に
定
め
ら
れ
、
紀
州
藩
家
臣
団
社
会
の
価
値
基
準
と
し
て
重
視
さ

れ
始
め
た
と
い
え
る
。

だ
か
ら
、
格
式
は
、
そ
の
後
、
文
化
七
年
(
-
八
一

0
)
、
同
十
二
年
、

⑪
 

文
政
三
年
(
-
八
二

0
)
と
、
頻
繁
に
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

役
順
帳
も
た
び
た
び
作
ら
れ
、
文
化
七
年
に
二
冊
、
文
政
五
年
か
六
年⑫

 

に
一
冊
、
文
政
十
二
年
に
一
冊
の
、
合
わ
せ
て
四
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。

分
限
帳
も
、
文
化
七
年
の
「
御
家
中
官
録
人
名
帳
」
の
記
載
様
式
は
、

役
順
に
よ
っ
て
い
る
。
延
宝
の
「
和
歌
山
分
限
帳
」
は
、
人
名
の
イ
ロ

⑱
 

ハ
順
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
天
明
以
前
と
寛
政
以
後
は
、

か
に
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
た
。

格
式
と
と
も
に
役
儀
の
格
を
表
わ
す
指
標
と
し
て
役
高
が
あ
る
。
紀

州
藩
の
役
高
制
定
が
い
つ
の
こ
と
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
最
も

早
い
時
期
の
史
料
は
、
前
掲
、
享
和
四
年
の
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
書
か
れ
た
も
の
の
う
ち
、
主
な
役
儀
の
役
高
・
役
料

に
つ
い
て
は
表
2
に
記
し
た
。
こ
の
足
高
役
料
制
の
運
用
方
法
は
、
基

⑭
 

本
的
に
、
幕
府
と
同
じ
で
あ
る
。

表3 素抱以上の役高

御留守居物頭 200石高

諄五十人組之頭 200

御小姓 25 
御小納戸 25 
御供番組頭 300 
奥御右筆組頭 80 
御書院番組頭 60 
御小姓組与頭 200 
新御番組頭 50 
大御番組頭 200 
御普請奉行 200 
御作事奉行 50 
御召御具足奉行 25 
砂丸番之頭 50 
御供番 200 
御弓役 200 

中奥御番 25 
小普請組頭 40 
御小姓組 40 
御害院番 25 
奥御右筆留役 50 

誇御目附 200 

表
2
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
役
儀
で
役
高
が
定

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
人
材
を
登
用
す
る
と
い
う
、
足
高
役
料

制
の
本
来
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
必
要
の
な
い
こ
と
の
は
ず
で
あ
る
。
そ

こ
で
の
役
高
の
高
下
は
、
役
儀
の
高
下
に
原
則
的
に
従
っ
て
い
る
。
た

だ
し
、
表
3
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
番
方
に
高
く
、
役
方
に
低
い
も
の

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
表
2
の
よ
う
に
役
料
は
余
り
給
さ
れ
て
い
な

、。
つ
ま
り
、
紀
州
藩
の
役
高
は
、
役
儀
の
格
表
示
で
あ
る
こ
と
を
基
礎

に
、
役
儀
の
必
要
経
費
の
給
付
と
い
う
意
味
も
加
味
さ
れ
た
形
を
と
っ

⑮
 

て
い
る
と
判
断
で
き
る
。

紀
州
藩
で
役
高
制
が
最
初
に
制
定
さ
れ
た
の
は
、
幕
府
の
享
保
改
革

直
後
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
c

し
か
し
、
右
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
役

儀
の
格
表
示
の
た
め
に
す
べ
て
の
役
儀
に
役
高
が
付
け
ら
れ
、
役
高
が

整
備
さ
れ
た
の
も
、
格
式
制
定
と
同
様
、
寛
政
期
で
あ
る
こ
と
は
ほ
と

⑯
 

ん
ど
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
少
く
も
、
役
高
が
格
を
示
す
価
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値
基
準
と
し
て
実
用
化
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
時
期
と
い
え
る
。
こ
れ
が

役
儀
の
格
表
示
と
し
て
の
役
高
制
の
完
成
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
前
述
の
、
享
和
四
年
を
始
め
と
し
た
五
冊
の
役
順
帳

に
も
、
役
順
と
と
も
に
役
高
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
記
載
形
式

は
、
例
え
ば
享
和
四
年
の
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
で
は
、

御

留

守

居

物

頭

弐

百

石

高

牒
五
十
人
組
之
頭
弐
百
石
高

御

小

姓

廿

五

石

高

御

小

納

戸

廿

五

石

高

と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
前
述
の
文
化
七
年
（
一
八
一

O
)

⑰
 

の
「
御
家
中
官
禄
人
名
帳
」
に
も
役
高
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、

つ
ま
り
、
足

御
留
守
居
物
頭
謡
屁
翡
心
十
一
人
つ
ヽ

六

十

石

小

出

才

太

夫

八
十
石
高

百

五

十

石

安

富

与

六

兵

衛

（
後
略
）

と
さ
れ
る
。
役
儀
名
の
下
に
は
、
役
高
・
配
下
の
人
数
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
役
高
は
二

0
0石
高
、
六
石
二
人
扶
持
の
同
心
が
、
一
組
一
―

人
ず
つ
、
五
組
、
合
計
五
五
人
が
付
属
す
る
。
小
出
オ
太
夫
は
、
本
高

（
家
禄
）
六

0
石
、
足
高
二

0
石
が
与
え
ら
れ
、
安
富
与
六
兵
衛
に
は

本
高
一
五

0
石
だ
け
で
、
足
高
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
残
さ
れ
た
問
題
は
、
役
高
の
運
用
方
法
、

と
こ
ろ
で
、
文
化
七
年
の
「
御
家
中
官
録
人
名
帳
」
に
は
「
格
」

四

高
役
料
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
幕
府
に
お
い
て
も
、
紀
州
藩
に
お
い
て

も
、
足
高
役
料
制
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
、
役
高
と
役
料
の
二
重
の
構
造
に

し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
方
共
、
就
任
期
間
中
し
か
下
さ
れ
な

い
の
だ
か
ら
、
財
政
に
と
っ
て
も
、
人
材
登
用
へ
の
効
力
か
ら
み
て
も
、

同
一
の
意
味
し
か
持
た
な
い
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
右
の
よ
う
な
機
能
的
側
面
は
同
じ
で
も
、
社
会
的
意
味
に
は

違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
役
料
は
、
役
儀
遂
行
に
伴
う
必
要
経
費
の
給

付
と
い
う
、
あ
く
ま
で
も
機
能
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。
一
方
、
格

の
高
い
役
儀
に
就
任
し
て
足
高
を
給
さ
れ
る
こ
と
は
、
必
要
経
費
の
給

付
と
い
う
機
能
も
含
む
も
の
の
、
本
質
的
に
は
、
一
時
的
加
増
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
で
足
高
役
料
制
は
、
人
材
登
用
を
、
財
政
負
担
を
増

大
さ
せ
ず
に
実
現
し
、
そ
の
上
、
加
増
制
度
に
も
改
変
を
加
え
な
い
で

⑱
 

お
く
と
い
う
、
三
重
の
意
味
を
も
つ
擬
制
的
加
増
制
度
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
擬
制
的
と
い
え
る
の
は
、
形
態
と
し
て
加
増
で
あ
り
な
が
ら
、
決

し
て
世
襲
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

こ
こ
に
、
本
高
（
家
禄
）
に
関
す
る
加
増
制
度
が
、
本
高
か
ら
分
離

し
て
役
儀
制
度
に
取
り
込
ま
れ
た
形
態
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

擬
制
的
役
儀
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と
い
う
表
示
が
現
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

松
坂
御
城
代
七
百
石
高

知
直
砂
高
大
番
頭
格
渋
谷
角
右
衛
門

と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
渋
谷
角
右
衛
門
は
松
坂
御
城
代
の
役

儀
で
あ
る
が
、
格
だ
け
は
、
「
大
番
頭
」
の
下
に
位
置
す
る
「
大
番
頭

格
」
に
昇
格
し
て
い
る
。
「
大
番
頭
格
」
は
、
役
儀
名
と
し
て
の
「
大

番
頭
」
と
異
な
り
、
「
大
番
頭
」
に
準
ず
る
、
格
の
み
を
意
味
す
る
無

役
の
「
役
」
で
あ
る
。
「
大
番
頭
格
」
に
昇
格
し
た
場
合
、
形
式
的
に

格
が
上
昇
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
角
右
衛
門
の
場
合
の
足
高
千
石
高
は
、

松
坂
御
城
代
の
役
高
で
は
な
く
、
大
番
頭
の
役
高
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
た
と
え
ば
、
「
御
小
姓
組
番
頭
」
五
名
の
後
に
、
「
御
小
姓
組
番

頭
格
」
を
意
味
す
る
「
同
格
」
の
項
が
設
け
ら
れ
、

同

格

五

百

石

宇

佐

美

三

郎

兵

衛

と
い
う
表
示
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
も
な
る
。
役
儀
名
の
記
入
は
な
く
、

宇
佐
美
三
郎
兵
衛
が
ほ
か
の
役
儀
の
箇
所
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
も
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
、
無
役
寄
合
で
格
だ
け
が
与
え
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
無
役
の
役
と
し
て
の
「
格
」
は
、

一
部
の
者
に
対
し
て
だ
け
付
け
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
「
格
」
は
、
無
役
だ
か
ら
役
儀
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

役
儀
の
姿
を
と
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
役
格
で
は
な
い
格
、
す
な
わ
ち
、

家
格
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
だ
。
家
格
の
、
役
格
に
よ
る
表
示
で
あ
り
、

擬
制
的
役
儀
と
い
え
る
。
役
儀
と
繋
が
り
な
し
に
、
家
格
の
み
を
昇
格

さ
せ
る
に
は
都
合
の
よ
い
方
式
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
式
は
、
ー
つ
に
、

役
儀
が
家
格
に
見
合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
た
点
は
も
と
よ
り
、
家
格
を

表
示
す
る
に
も
役
儀
を
媒
介
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
役
儀
中
心
の

社
会
構
造
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
右
を
前
提
と
し
て
、

二
つ
に
は
、
「
格
」
と
い
う
形
式
が
与
え
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
役
高

も
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
格
の
昇
格
が
加
増
を
伴
う
の

で
は
な
く
、
足
高
で
合
理
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
足
高
の
制
は
、

擬
制
的
加
増
制
を
意
味
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
加
増
制
そ
の

も
の
が
、
足
高
の
制
に
取
り
込
ま
れ
て
擬
制
化
さ
れ
た
と
い
え
る

C

要
す
る
に
、
紀
州
藩
に
お
け
る
寛
政
期
以
後
の
格
表
示
は
、
四
つ
の

方
式
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
が
本
高
、
第
二
が

無
役
の
役
で
あ
る
「
格
」
、
以
上
が
家
格
の
表
示
と
な
る
。
第
三
が
役

高
、
第
四
が
役
儀
の
格
式
、
以
上
が
役
格
の
表
示
を
意
味
す
る
。

第
一
の
本
高
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。
第
二
の
、
擬
制
的
役
儀
と

し
て
の
「
格
」
は
、
家
格
の
表
現
方
法
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
格
」

の
役
高
が
擬
制
的
本
高
と
な
り
、
ま
た
、
家
格
が
、
役
格
の
表
現
で
あ

る
格
式
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。

家
格
が
、
こ
の
よ
う
に
本
高
と
擬
制
的
役
儀
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
た

の
と
同
様
に
、
役
格
も
ま
た
、
第
三
の
役
高
と
第
四
の
格
式
で
表
わ
さ

れ
た
。
役
高
は
、
役
格
の
石
高
表
示
で
あ
る
と
同
時
に
、
も
ち
ろ
ん
、

役
儀
を
維
持
す
る
た
め
の
機
能
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
ぺ
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た
。
格
式
は
、
役
順
を
基
本
に
、
格
表
示
の
た
め
に
区
分
・
編
成
し
た

も
の
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
格
式
そ
れ
自
体
は
、
直
接
に
は
現
実
と
区
別
し
う
る
形

式
表
示
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
種
々
の
形
態
で
現
象
す
る
こ
と
に
よ

り
現
実
的
力
と
な
る
。

例
え
ば
、
格
式
に
一
っ
―
つ
対
応
す
る
大
広
間
席
・
孔
雀
間
席
な
ど

の
席
が
あ
る
。
こ
の
席
は
、
年
頭
・
節
句
や
吉
凶
の
諸
儀
式
、
及
び
、

拝
賀
の
諸
礼
式
の
際
に
、
控
え
の
間
と
し
て
実
際
用
い
ら
れ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
格
式
は
衣
服
に
よ
っ
て
も
表
現
さ
れ
た
。

し
か
も
、
幕
府
目
付
へ
問
い
合
わ
せ
も
し
な
が
ら
、
こ
の
衣
服
規
定
を

細
部
に
わ
た
る
ま
で
定
め
て
行
っ
た
の
は
、
寛
政
以
後
の
こ
と
で
あ
っ

⑲
 

た
。
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
以
後
、
天
明
ま
で
の
間
、
衣
服
改
革
は
行

な
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
家
格
と
役
格
の
厳
密
化
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
の
統
制

が
図
ら
れ
た
。
こ
れ
が
、
寛
政
改
革
に
お
け
る
第
一
の
、
家
臣
団
に
対

す
る
政
治
的
統
制
策
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
制
度
面
で
の
整
備
は
、
役
務
の
具
体
的
指
示
に
支
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
吉
宗
の
著
作
を
装
っ
た
、
治
宝
著
「
紀
州
政

事
草
」
と
「
紀
州
政
事
鏡
」
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え

ば
、
「
紀
州
政
事
草
」
に
、
「
武
士
は
忠
孝
甚
重
き
事
な
り
」
と
す
る
よ

う
な
、
家
臣
団
と
し
て
の
一
般
的
心
構
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
勘
定
奉
行
は
領
内
中
預
け
置
事
な
れ
ば
、
万
事
気
を
付
念
入
可
―
―
相

勤
候
。
第
一
川
筋
年
中
度
々
見
廻
し
、
川
欠
に
も
相
成
候
場
所
手
入

普
請
可
ー
ー
申
付
ー
候
」
と
い
う
役
務
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
が
、
勘
定

奉
行
に
限
ら
ず
、
家
老
・
用
人
・
目
付
．
勘
定
吟
味
役
な
ど
に
関
し
て

も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
家
臣
団
統
制
を
見
る
に
当
た
っ
て
は
、
統
制
を
必

要
と
す
る
、
家
臣
団
の
現
実
や
、
幕
府
の
寛
政
改
革
に
お
け
る
、
儀
式

⑪
 

や
献
上
物
に
つ
い
て
の
制
度
整
備
の
影
善
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
治
宝

の
個
人
的
性
癖
も
考
え
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
治
宝
は
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
、
徳
川
光
圏
編
「
礼

儀
類
典
」
の
新
写
を
命
じ
、
十
数
人
が
か
り
で
、
同
十
二
年
に
全
五
一

⑫
 

0
巻
が
完
成
し
た
。
ま
た
、
後
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
文
化
九
年
（
一

八
―
二
）
に
は
、
「
秘
鑑
」
を
著
わ
し
、
「
叙
族
式
」
を
定
め
た
。
「
秘
鑑
」

は
、
幕
府
が
御
三
家
へ
達
し
た
礼
節
等
の
儀
式
に
お
け
る
式
次
第
や
席

に
つ
い
て
、
治
宝
が
家
臣
の
た
め
に
新
た
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
叙
族
式
」
は
、
藩
主
一
族
の
序
列
や
、
附
人
の
人
数
・
定
銀
等
を
定

函）

め
、
後
世
の
基
準
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
治
宝
は
、

衣
服
の
故
実
調
査
を
行
な
っ
た
り
、
嘉
定
御
式
や
御
礼
式
等
の
規
則
を

⑭
 

制
定
す
る
な
ど
、
形
式
整
備
に
対
す
る
無
類
の
情
熱
を
持
っ
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
こ
と
が
、
格
式
の
厳
密
化
の
作
業
を
促
進
さ
せ
て

い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
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政
治
的
統
制
策
の
第
二
は
、
学
問
御
試
の
制
度
や
、
小
普
請
を
監
督

す
る
た
め
の
役
儀
が
新
設
さ
れ
、
学
問
振
興
・
人
材
登
用
・
小
普
請
統

制
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
藩
校
の
増
改
築
が
寛
政
二
年
（
一
七
九
0
)
か
ら
始
ま
り
、
同

三
年
に
完
成
、
学
習
館
と
改
名
さ
れ
た
。
学
問
の
試
験
は
、
こ
の
こ
ろ

か
ら
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。

同
五
年
に
は
、
学
習
館
規
則
が
定
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
学
館
所
レ

講
、
以

1

一
宋
注
一
為
レ
主
。
不
レ
許
レ
雑
ー
ー
他
説
―
」
と
、
宋
学
が
藩
学
で
あ
る

⑮
 

こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。
幕
府
で
は
、
す
で
に
同
二
年
に
朱
子
学
以
外

を
禁
じ
て
い
た
が
、
紀
州
藩
で
は
、
朱
子
学
を
も
含
む
、
よ
り
広
い
立

場
の
、
宋
学
と
い
う
政
治
的
実
践
的
儒
学
が
選
ば
れ
た
と
い
え
る
。
ま

た
、
同
四
年
に
は
医
学
館
が
設
け
ら
れ
、
翌
五
年
に
は
、
江
戸
に
漢
学

教
授
の
た
め
の
明
教
館
が
、
文
化
元
年
（
一
八
0
四
）
に
は
、
伊
勢
松
坂

に
松
坂
学
問
所
が
設
け
ら
れ
た
。
各
校
と
も
学
則
等
は
、
和
歌
山
学
習

函

館
に
準
じ
て
い
る
。

享
和
三
年
（
一
八
0111)
学
習
館
の
試
験
の
規
則
が
改
定
さ
れ
、
学
問

⑰
 

御
試
規
則
が
達
せ
ら
れ
た
。
「
江
戸
表
於
聖
堂
学
問
御
試
之
振
を
以
取

計
」
と
、
幕
府
の
湯
島
聖
堂
の
試
験
方
法
に
則
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
述

函

ぺ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
幕
府
の
寛
政
異
学
の
禁
の
方
策
を
そ
の
ま

五
学
問
御
試
と
小
普
請
統
制

ま
持
ち
込
み
、
朱
子
学
以
外
の
学
問
を
禁
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
内
実

は
、
先
の
学
習
館
規
則
で
宋
学
を
藩
学
で
あ
る
と
し
た
方
針
が
そ
の
ま

ま
踏
襲
さ
れ
た
。
決
し
て
、
力
の
あ
る
朱
子
学
者
は
呼
ば
れ
ず
、
重
用

さ
れ
た
の
は
、
祖
練
学
派
の
菊
池
衡
岳
で
あ
り
、
折
衷
学
派
の
山
本
東

⑳
 

簾
・
仁
井
田
好
古
ら
で
あ
っ
た
。

試
験
の
目
的
は
、
「
御
試
に
罷
出
候
者
之
内
よ
り
御
役
人
向
へ
撰
挙

せ
ら
れ
候
様
に
も
相
成
、
一
統
存
込
厚
相
励
候
様
、
勧
学
之
儀
精
々
心

掛
」
と
、
む
ろ
ん
、
試
験
の
成
績
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
を
役
人
に
登
用

す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
媒
介
と
し
て
、
家
臣
団
に
儒

学
を
強
制
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
方
法
と
し
て
は
、
「
御
役
所
に
脹
面
を
設
、
．
其
度
々
、
夫
々
科

を
分
ち
記
置
、
御
役
撰
挙
之
節
可
引
合
事
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
上
と

い
う
成
績
を
つ
け
ら
れ
た
「
小
普
請
之
類
は
御
役
附
」
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。し

か
し
、
受
験
者
は
、
「
御
目
見
以
上
は
当
主
井
子
弟
共
、
御
目
見

以
下
は
当
主
井
家
名
相
続
可
致
男
子
計
御
試
有
之
、
其
余
は
御
試
に
は

不
罷
出
候
事
」
と
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
家
臣
団
が
試
験
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
強
制
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
経
伝
注
意
深

切
に
相
弁
、
実
用
之
学
精
勤
致
し
、
各
御
試
に
罷
出
候
様
心
掛
可
申
、

重
役
初
頭
役
之
面
々
も
、
配
下
或
は
子
弟
学
友
学
文
引
立
之
為
、
芳
御

試
に
罷
出
候
様
可
被
致
候
」
と
い
う
よ
う
に
、
申
告
制
で
あ
っ
た
。
申

告
の
場
合
に
は
、
「
可
罷
出
者
は
何
月
幾
日
迄
に
短
冊
可
差
出
」
と
い
う
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達
に
従
い
、
例
え
ば
、
「
経
書
科
仕
候
」
と
短
冊
に
記
し
て
、
頭
支
配

に
提
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
幕
府
の
試
験
は
、
頭
支
配
が
学
問⑳

 

に
熱
心
な
者
を
書
き
出
す
と
こ
ろ
ま
で
徹
底
し
て
行
な
っ
て
い
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
紀
州
藩
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
緩
や
か
で
あ
っ
た
。

試
験
は
、
三
、
四
年
に
一
回
行
な
わ
れ
、
学
科
は
、
初
場
・
経
科
・

史
科
・
文
科
の
四
科
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
初
場
は
「
小
学
」
、
経

科
は
四
書
七
経
、
史
科
は
、
「
左
伝
・
国
語
・
史
記
・
前
漢
書
・
後
漢

書
・
通
鑑
網
目
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
書
に
対
す
る
弁
書
で
あ
る
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
暗
記
物
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
文
科
は
「
論
策
」
と
さ

れ
、
「
策
問
は
学
力
実
用
を
御
試
の
為
に
候
得
は
、
時
務
之
儀
に
付
別

段
に
俗
文
之
策
一
通
り
御
試
可
有
之
候
、
是
迄
の
如
く
有
用
之
心
得
を

以
和
漢
之
故
事
相
交
へ
、
文
体
に
不
拘
銘
々
存
込
候
処
相
分
候
様
相
認

可
申
事
」
と
、
時
務
に
つ
い
て
の
策
略
を
論
じ
さ
せ
た
。
下
級
武
士
に

対
し
て
言
路
を
開
く
意
味
も
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
試
験
を
古
典

の
暗
記
物
に
終
わ
ら
せ
ず
、
生
き
た
形
で
の
儒
学
に
す
る
必
要
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
文
化
五
年
（
一
八
0
八
）
の
勧
学
之
告
諭

に
、
「
学
問
之
本
意
は
其
肝
要
を
熟
得
可
致
事
に
て
、
博
覧
に
の
み
馳

⑲
 

せ
候
て
は
却
て
実
用
を
取
失
ひ
虚
文
に
流
候
」
と
、
単
な
る
博
覧
を
い

さ
め
た
こ
と
と
も
通
じ
る
。

学
問
御
試
の
制
度
は
、
文
化
二
年
(
-
八
0
五
）
に
、
四
書
・
五
経
・

⑲
 

小
学
の
素
読
能
力
を
試
す
素
読
御
試
に
拡
大
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
受
験

者
も
、
十
九
才
以
下
の
「
御
目
見
以
上
以
下
当
主
井
子
弟
共
」
と
さ
れ

た
。
こ
の
場
合
の
褒
賞
と
し
て
役
付
け
は
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
学
問

振
興
だ
け
の
目
的
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
学
問
御
試
に
よ
っ
て
、
―
つ
に
は
、
昇
進
や
役
付
け
の
客
観
的

基
準
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
の
任
免

制
度
は
厳
密
さ
を
増
し
た
。
も
う
―
つ
は
、
そ
れ
を
前
提
に
、
藩
中
枢

が
握
っ
て
い
る
家
臣
団
の
任
免
権
が
、
客
観
的
制
度
と
し
て
追
認
さ
れ

強
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
方
で
は
、
小
普
請
へ
の
支
配
が
強
化
さ
れ
た
。
小
普

請
と
は
、
幕
府
で
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
も
の
で
、
索
抱
以
上
よ

り
下
の
役
儀
に
付
い
て
い
た
親
か
ら
家
督
相
続
し
た
場
合
の
相
続
者
の
、

⑬
 

無
役
の
役
儀
名
で
あ
る
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
、
役
名
唱
替
の
中
で
、

⑭
 

小
普
請
の
名
称
が
統
一
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
「
雑
組
」
が
「
奉
行
支
配

小
普
請
」
、
「
独
礼
小
寄
合
」
が
「
独
礼
小
普
請
」
へ
変
更
さ
れ
た
な
ど

で
あ
を
そ
の
上
で
、
同
年
、
小
普
請
を
監
督
す
る
「
小
普
請
支
配
」

と
「
小
普
請
組
頭
」
が
新
設
さ
れ
た
。
小
普
請
支
配
は
、
「
其
心
情
品

行
を
教
導
、
文
武
之
芸
術
を
督
励
、
有
為
の
士
を
養
成
す
へ
き
の
任
あ

り
、
故
に
家
事
家
産
之
私
事
迄
を
も
配
意
」
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

小
普
請
組
頭
も
ま
た
、
「
直
接
配
下
に
接
し
、
其
品
行
を
正
し
文
武
を

励
ま
し
、
誡
諭
薫
陶
の
労
を
取
る
は
皆
組
頭
之
任
に
て
、
文
武
器
能
の

士
を
選
抜
推
薦
は
勿
論
、
貧
困
疾
病
孤
独
の
保
護
よ
り
、
不
虞
災
厄
雑

⑮
 

多
之
煩
累
ま
て
、
巻
顧
関
渉
せ
さ
る
を
得
す
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
小

普
請
の
統
制
は
、
藩
学
改
革
の
一
環
と
し
て
も
意
味
を
持
ち
、
小
普
請
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六

の
生
活
と
共
に
学
問
修
得
を
指
導
・
監
督
し
、
有
能
な
人
材
を
作
り
出

し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
紀
州
藩
の
藩
学
改
革
は
、
直
接
に
は
、
幕
府
の
寛
政

異
学
の
禁
の
影
響
下
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
家
臣
団
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
統
制
を
図
っ
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
一
般
的
学
問
振
興
の
意

味
が
強
か
っ
た
。
治
宝
は
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
、
伊
勢
松
坂
の

⑮
 

国
学
者
本
居
宣
長
を
召
し
出
し
、
そ
の
後
も
、
宣
長
の
弟
子
達
に
禄
を

⑰
 

与
え
る
な
ど
、
国
学
に
ま
で
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
紀
州
藩
の
藩
学

改
革
は
、
治
宝
の
、
こ
の
、
い
わ
ゆ
る
学
問
好
き
の
傾
向
と
無
関
係
で

は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

翁

な
お
、
政
治
的
統
制
策
の
第
三
と
し
て
、
「
国
律
」
と
い
う
刑
法
が⑲

 

整
備
さ
れ
た
。
小
早
川
欣
吾
「
明
律
令
の
我
近
世
法
に
及
ぼ
せ
る
影
響
」

に
よ
れ
ば
、
紀
州
藩
国
律
は
、
享
和
以
後
に
、
「
公
事
方
御
定
害
」
と

共
に
明
律
が
参
照
さ
れ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
格
式
制
定
や
学

問
御
試
に
よ
っ
て
家
臣
団
の
統
制
を
図
る
と
共
に
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ

え
な
い
者
へ
の
備
え
を
整
え
た
の
で
あ
る
。

役
儀
制
の
完
成
と
知
行
制
の
変
質

寛
政
元
年
（
一
七
八
九
）
に
治
宝
が
藩
主
に
就
任
し
た
時
、
天
明
大
飢

饉
の
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
残
っ
て
い
た
の
か
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
。
た

だ
、
家
臣
団
は
、
天
明
七
年
（
一
ヒ
八
七
）
の
家
中
半
知
以
後
、
ほ
と
ん

⑯
 

ど
が
多
額
の
借
財
に
苦
し
ん
で
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
藩
政
改
革
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
改
革
推
進
主
体

た
る
家
臣
団
の
統
制
が
ま
ず
必
要
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

そ
の
場
合
、
格
式
制
定
や
儒
学
振
興
な
ど
の
、
家
臣
団
の
政
治
的
統
制

策
が
必
要
に
な
る
よ
う
な
状
況
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な

い
。
役
人
の
不
正
や
家
臣
団
の
頗
廃
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な

い
。
も
っ
と
も
、
一
般
論
と
し
て
は
、
家
臣
団
の
経
済
的
困
窮
が
、
政

治
的
頻
廃
を
招
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に
、
小
普
請
の
監
督
が
必
要
に
な
る
よ
う
な
、
小
普
請

の
生
活
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
政
治
的
統
制

策
を
生
ん
だ
第
一
の
条
件
で
あ
る
。

第
二
の
条
件
は
、
幕
府
の
政
策
の
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

政
策
の
実
現
過
程
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
改
革
後
期
の
経
済
的
統
制
策

は
、
紀
州
藩
独
自
の
政
策
で
あ
っ
た
た
め
に
、
藩
の
力
の
入
れ
よ
う
は

大
き
か
っ
た
。
し
か
し
、
政
治
的
統
制
策
は
、
幕
府
の
政
策
を
下
敷
き

に
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
政
策
の
実
現
過
程
は
非
常
に
簡
単
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
幕
府
の
模
倣
で
あ
れ
ば
、
若
干
の
紀
州
藩
的
独
自
性

を
政
策
に
加
味
し
な
が
ら
、
幕
府
の
公
然
•
隠
然
た
る
権
威
に
頼
っ
て
、

政
策
を
実
行
す
れ
ば
よ
い
の
だ
か
ら
。

つ
ま
り
、
改
革
後
期
の
経
済
的
統
制
策
の
実
行
に
当
た
っ
て
は
、
前

期
の
経
済
政
策
の
失
敗
を
克
服
す
る
と
い
う
意
味
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
が
、
側
近
の
入
れ
特
え
か
ら
始
ま
っ
て
、
数
通
の
直
書
が
出
さ
れ
、

--11 -



⑪
 

藩
中
枢
が
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
政
治
的
統

制
策
の
場
合
に
は
、
役
名
唱
替
が
、
一
七
九
の
役
名
変
更
で
は
あ
っ
た

け
れ
ど
も
、
数
十
回
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
分
け
て
達
せ
ら
れ
た
。

し
か
も
、
そ
れ
は
、
表
面
的
に
は
呼
称
の
変
更
だ
け
に
見
え
た
の
だ
か

ら
、
何
ら
の
違
和
感
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
儒
学
振
興
策
に

あ
た
っ
て
は
、
学
習
館
規
則
が
督
学
（
儒
者
頭
取
）
山
本
東
簸
に
よ
っ
て

出
さ
れ
、
学
問
御
試
に
つ
い
て
の
達
し
三
通
が
老
中
か
ら
出
さ
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。

格
式
制
定
に
つ
い
て
も
、
僭
学
振
興
に
つ
い
て
も
、
幕
府
政
策
と
の

異
同
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。

政
治
的
統
制
策
を
生
ん
だ
第
三
の
条
件
と
し
て
藩
主
治
宝
の
個
人
的

嗜
好
も
関
係
し
て
く
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
す
で
に
述
ぺ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
政
治
的
統
制
策
は
、
家
臣
団
の
弛
緩
状

況
に
対
処
す
る
た
め
も
あ
っ
て
、
幕
府
政
策
の
多
大
な
影
響
下
に
実
現

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
実
現
過
程
は
比
較
的
安
易
な
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
藩
中
枢
に
よ
る
家
臣
団
の
政
治
的
統
制
で
あ

る
か
ら
、
武
士
団
内
部
に
限
定
さ
れ
た
問
題
に
ほ
か
な
ら
ず
、
何
ら
の

反
対
も
起
こ
り
よ
う
は
ず
が
な
か
っ
た
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
、
家
臣
団
の
既
得
権
が
一
層
そ
ぎ
落
と

さ
れ
る
と
い
う
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
―
つ
は
役
儀
制
度
の
完
成
で

あ
る
。
格
式
制
定
は
、
役
儀
に
序
列
を
生
じ
さ
せ
、
役
格
と
い
う
、
家

格
か
ら
独
立
し
た
価
値
基
準
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
役
高
制
は
、
同
様

家
臣
団
の
既
得
権
に
関
す
る
変
容
の
も
う
―
つ
は
、
知
行
制
の
変
質

に
、
役
儀
の
格
表
示
と
し
て
意
義
を
持
っ
た
。
足
高
の
制
は
、
擬
制
的

加
増
制
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
儒
学
振
興
と
、
人
材
登
用
の
た
め
の

試
験
制
度
は
、
こ
の
役
儀
制
度
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

で
、
格
式
制
定
は
、
家
格
の
概
念
を
役
儀
に
持
ち
込
み
、
役
儀
の
格
、

つ
ま
り
役
格
を
形
成
し
た
。
役
高
設
定
は
、
本
高
（
家
禄
）
に
よ
る
家

格
表
示
が
、
役
格
表
示
の
目
的
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
足
高
の
制

は
、
家
格
上
昇
の
た
め
の
加
増
制
度
が
、
役
儀
就
任
に
関
し
て
使
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
役
格
の
形
成
と
は
、
役
儀
中
心
の
社
会
と

な
る
こ
と
を
前
提
に
、
既
成
の
家
格
の
価
値
概
念
が
役
儀
の
格
表
示
に

持
ち
込
ま
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
役
儀
制
度
の
完
成
で

あ
る
。役

儀
制
度
の
完
成
が
家
臣
団
に
と
っ
て
決
し
て
有
利
な
こ
と
で
は
な

い
の
は
、
役
儀
へ
の
任
免
権
を
藩
主
も
し
く
は
藩
中
枢
が
掌
握
し
て
い

る
と
い
う
点
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
学
問
御
試
の
制
度
化
に
も
見
ら
れ

る
点
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
で
に
、
吉

＠
 

宗
の
時
期
の
役
料
制
制
定
の
段
階
で
生
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
新
た
な

問
題
は
、
加
増
制
が
役
儀
制
に
持
ち
込
ま
れ
て
擬
制
化
さ
れ
、
加
増
分

が
世
襲
で
き
な
く
な
っ
た
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
劣

ら
ず
に
重
要
な
点
は
、
役
儀
の
序
列
化
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
役
儀
の

尊
卑
の
厳
密
化
・
身
分
内
格
差
の
強
化
に
よ
る
家
臣
団
支
配
の
緻
密
化

に
あ
る
。
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で
あ
る
。
「
格
」
で
表
わ
さ
れ
る
擬
制
的
役
儀
は
、
家
格
を
表
示
す
る

に
も
役
儀
に
よ
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
加
増
制
そ
の

も
の
が
擬
制
化
さ
れ
た
。
既
成
の
家
格
の
価
値
概
念
が
役
儀
に
持
ち
込

ま
れ
て
役
格
が
形
成
さ
れ
た
が
、
今
度
は
、
そ
の
成
熟
し
た
役
格
の
価

値
概
念
が
還
流
し
て
、
家
格
•
本
高
を
浸
食
し
、
知
行
制
が
質
的
変
化

を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
家
格
•
本
高
が
役
儀
制
に
取
り
込

ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
役
儀
制
は
、
武
士
社
会

の
中
心
的
価
値
基
準
の
位
置
を
占
め
た
。
紀
州
藩
で
の
そ
の
転
換
が
、

寛
政
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
転
換
が
、
家
臣
団
の
既
得
権
の
衰
退
で
あ
る
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、
本
高
世
襲
権
を
家
臣
団
が
部
分
的
に
喪
失
し
た
こ
と
と
、
そ

れ
に
伴
い
、
「
格
」
へ
の
任
免
権
を
、
藩
主
も
し
く
は
藩
中
枢
が
掌
握

し
た
点
に
あ
る
。

寛
政
改
革
に
お
け
る
家
臣
団
統
制
策
は
、
以
上
の
よ
う
な
政
治
的
統

制
策
を
改
革
前
期
に
実
現
さ
せ
、
後
期
の
経
済
的
統
制
策
に
入
っ
て
行

く
の
で
あ
る
。

注

①
当
面
、
筆
者
担
当
「
第
三
章
第
二
節
治
貞
の
改
革
と
挫
折
」
（
『
和
歌
山

県
史
近
世
』
、
未
刊
）
参
照
。
堀
内
信
編
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
（
一
八

九
八
年
、
一
九
七

0
年
復
刊
、
名
著
出
版
）
、
二
四
八
し
三
四
六
ペ
ー
ジ
。

③
後
期
の
政
策
は
、
同
前
、
四
六
一
し
五

0
六
。
ヘ
ー
ジ
。

③
「
職
掌
解
説
」
（
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
、
第
九
冊
所
収
）
。

④
「
吏
徴
」
（
『
続
々
群
書
類
従
』
第
七
所
収
）
。

⑤
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
、
四
五
六
ペ
ー
ジ
。

⑥
「
南
竜
院
様
御
入
国
御
供
姓
名
録
」
（
同
前
所
収
）
・
「
国
初
御
家
中
知
行
高
」

（
『
和
歌
山
県
史
近
世
史
料
一
』
、
一
九
七
七
年
、
所
収
）
は
、
お
そ
ら
く
、

頼
宣
入
国
（
元
和
五
年
）
直
後
の
知
行
帳
で
あ
ろ
う
。
「
和
歌
山
分
限
帳
」
（
延

宝
五
年
か
六
年
、
同
前
所
収
。
な
お
、
一
―
七

0
i
-
―
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
）

と
比
較
す
れ
ば
、
役
儀
名
が
大
幅
に
変
え
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑦
「
天
明
年
間
御
礼
式
」
（
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
所
収
）
。

⑧
「
御
役
順
」
（
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
所
収
）
、
前
掲
「
天
明
年
間
御

礼
式
」
。

⑨
「
役
名
唱
替
」
（
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
所
収
）
。
前
掲
「
御
役
順
」
。

⑩
前
掲
「
国
初
御
家
中
知
行
高
」
所
収
。

⑪
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
（
同
前
所
収
）
。
し
か
し
、
記
載
内
容
に
は
矛
盾

も
あ
る
た
め
、
改
定
の
詳
細
は
不
明
。

⑫
寛
政
し
文
政
期
の
も
の
は
、
前
掲
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
（
享
和
四
年
）
、

前
掲
「
御
家
中
御
役
高
御
役
順
」
（
文
化
七
年
）
、
「
御
家
中
官
録
人
名
帳
」
（
文

化
七
年
、
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
所
収
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

和
歌
山
県
立
図
書
館
所
蔵
史
料
に
も
、
「
御
役
順
席
附
」
（
文
化
七
年
）
、
「
御
役

順
」
（
文
政
五
年
か
六
年
）
、
「
紀
藩
御
役
順
御
礼
式
」
（
文
政
十
二
年
）
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
「
御
役
順
」
（
文
政
五
年
か
六
年
）
の
作
成
時
期
は
、
次
の
事

実
か
ら
限
定
し
た
。
書
中
に
記
さ
れ
て
い
る
、
老
中
の
受
領
名
が
、
「
（
安
藤
）

対
馬
守
」
・
「
（
水
野
）
伊
賀
守
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
安
藤
対
馬
守
の
家
督
相

続
は
、
文
政
五
年
で
あ
り
、
水
野
伊
賀
守
の
死
去
は
、
文
政
六
年
だ
か
ら
で
あ
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る。

⑬
前
掲
「
南
竜
院
様
御
入
国
御
供
姓
名
録
」
、
前
掲
「
国
初
御
家
中
知
行
高
」

も
、
役
儀
の
序
列
に
従
っ
た
、
役
名
単
位
の
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
の
役
名
は
軍
役
で
あ
り
、
だ
か
ら
、
序
列
も
軍
事
上
の
序
列
を
示
し
て
い

る
。
本
稿
に
お
け
る
直
接
の
検
討
課
題
で
は
な
い
。

⑭
享
保
改
革
に
お
け
る
足
高
の
制
に
つ
い
て
は
、
井
野
辺
茂
雄
「
足
高
の
制
を

論
ず
」
(
-
九
一
四
年
、
『
国
学
院
雑
誌
』
第
二

0
巻
一

0
号
）
、
辻
達
也
『
享
保

改
革
の
研
究
』
（
一
九
六
三
年
、
創
文
社
、
―
二
七
し
一
三
五
ペ
ー
ジ
）
、
泉
井

朝
子
「
足
高
制
に
関
す
る
一
考
察
」
（
一
九
六
五
年
、
『
学
習
院
史
学
』
第
二
号
、

の
ち
、
『
幕
藩
体
制
ー
、
論
集
日
本
歴
史
7
』
、
一
九
七
三
年
、
有
精
堂
出
版
、

に
所
収
）
に
詳
し
い
。

泉
井
論
文
も
述
べ
て
い
る
通
り
、
足
高
の
制
制
定
に
よ
っ
て
役
料
が
廃
止
に

な
っ
た
の
で
は
な
い
。
通
説
は
、
こ
の
点
を
誤
解
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
む
し

ろ
、
足
高
役
料
制
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。

⑮
こ
れ
は
、
幕
府
に
お
い
て
も
同
様
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
役
儀

の
必
要
経
費
と
い
う
機
能
的
認
識
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
徳
川
吉
宗
の

紀
州
藩
政
と
二
冊
の
偽
書
」
（
一
九
八
六
年
、
『
和
歌
山
県
史
研
究
』
一
三
）
参

照。

⑯
断
定
は
し
か
ね
る
が
、
寛
政
四
年
の
「
御
役
高
に
御
足
高
被
下
有
之
、
同
右

禄
の
御
役
儀
に
被
仰
付
候
節
、
御
足
其
儘
と
の
俄
無
之
共
其
儘
被
下
候
也
」

（
『
南
紀
徒
111史
』
第
九
冊
、
四
二
五
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
定
め
は
、
こ
の
時
に

足
高
の
制
が
始
め
ら
れ
た
と
も
受
け
取
れ
る
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

「
御
家
（
紀
州
徳
川
家
）
に
於
て
は
享
保
以
前
既
に
其
例
（
足
高
の
例
）
多
し
」

と
し
、
幕
府
の
足
高
の
制
が
、
「
御
家
の
制
に
傲
ひ
給
ひ
し
な
る
へ
し
」
（
同

前
）
と
い
う
解
説
は
疑
問
で
あ
る
。

⑰
注
⑫
参
照
。

⑱
つ
ま
り
、
足
高
の
制
で
目
指
さ
れ
た
の
が
、
財
政
負
担
の
軽
減
か
人
材
登
用

か
と
い
う
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
。
し
か
も
、
足
高
役
料
制
は
擬
制
的
加
増
制

で
あ
っ
た
か
ら
、
加
増
と
い
う
概
念
は
当
然
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
依
然
と
し
て

加
増
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
に
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
。

足
高
役
料
制
を
理
解
す
る
に
は
、
享
保
改
革
の
際
の
、
室
鳩
巣
に
よ
る
吉
宗

へ
の
答
申
も
参
考
に
な
る
。
鳩
巣
は
、
「
凡
天
下
を
治
め
候
に
は
、
人
材
を
得

候
事
第
一
の
儀
に
御
座
候
、
然
ど
も
選
挙
の
法
無
レ
之
候
て
は
、
人
材
を
得
可
レ

申
様
無
レ
之
候
、
そ
の
故
唐
虞
三
代
以
来
、
何
の
代
に
て
も
選
挙
の
法
無
A

之
と

申
儀
は
無

t

一
御
座
ー
候
」
（
享
保
七
年
「
歴
代
選
挙
抄
」
、
「
献
可
録
」
巻
之
下
所

収
、
『
日
本
経
済
大
典
』
第
六
巻
、
一
九
二
八
年
、
啓
明
社
、
所
収
）
と
し
て
、

ま
ず
、
人
材
登
用
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
与
え
る
知
行
に
つ
い
て
、

周
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
「
新
知
は
父
祖
の
功
労
は
無
レ
之
候
得
共
、
其
人
の
材

徳
に
よ
り
可
社
慨
f

下
候
得
ば
、
子
孫
へ
伝
り
可
レ
申
様
は
無
レ
之
候
」
（
享
保
七

年
「
周
時
世
禄
之
儀
申
上
候
別
冊
之
附
録
」
、
同
前
所
収
）
と
、
一
時
的
加
増

と
い
う
方
策
が
あ
る
こ
と
を
献
言
し
て
い
る
。

し
か
も
、
紀
州
藩
の
足
高
の
制
に
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
に
ま
と
め

ら
れ
た
「
御
内
則
」
（
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
九
冊
所
収
）
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
昇
進
の
基
準
形
態
を
、
そ
れ
ま
で
の
具
体
例
を
参
考
に
、
二

0
0余
の
役

催
に
関
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
大
御
番
頭
は
、

大

御

番

頭

並

高

八
百
石
位
之
筋
と
見
て

-
「
四
年
目
」
九
百
石
高
に
御
足

千

石
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-
「
五
年
目
」
並
之
通
に
御
足

（
中
略
）

一
人
柄
次
第
、
御
城
代
・
大
寄
合
•
松
坂
御
城
代
等
、
可
被
仰
付
事

（
後
略
）

と
な
っ
て
い
る
。
文
字
通
り
、
擬
制
的
加
増
制
度
で
あ
る
。

⑲
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
十
四
冊
、
六
三

0
ペ
ー
ジ
。
第
十
六
冊
、
九
四

i

九
六
ペ
ー
ジ
。

⑳
「
紀
州
政
事
草
」
は
『
近
世
政
道
論
』
（
日
本
思
想
大
系

38
、
一
九
七
六

年
、
岩
波
書
店
）
所
収
。
「
紀
州
政
事
鏡
」
は
、
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
餓
一

冊
所
収
。
な
お
、
注
⑮
の
拙
稿
参
照
。

⑳
『
御
触
書
天
保
集
成
』
上
。

⑫
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
二
冊
、
四
三
五
ペ
ー
ジ
。

⑬
「
秘
鑑
」
は
、
同
前
、
四
九

0
ペ
ー
ジ
。
第
十
四
冊
、
六
二
し
九

0
ペ
ー
ジ
。

「
叙
族
式
」
は
、
第
二
冊
、
四
九
〇
し
四
九
ニ
ペ
ー
ジ
。
第
十
三
冊
、
三
六
九

し
四

0
三
ペ
ー
ジ
。

⑳
同
前
、
第
十
六
冊
、
五
ニ
ー
五
七
ペ
ー
ジ
。
第
十
四
冊
、
六
五
四
し
六
六
八
、

七
一
三
し
七
一
六
ペ
ー
ジ
。
第
二
冊
、
五
二
九
ー
五
三
九
ペ
ー
ジ
。

⑮
同
前
、
第
二
冊
、
四
一
九
ペ
ー
ジ
。
第
十
七
冊
、
一
―
―
―
し
一
四
、
二
七
ー
ニ

九
ペ
ー
ジ
。

な
お
、
藩
校
の
制
度
そ
の
も
の
を
再
興
し
た
の
は
、
前
藩
主
治
貞
の
代
の
こ

と
で
あ
る
（
同
前
、
第
二
冊
、
二
六
九

i
二
七

0
ペ
ー
ジ
）
。

⑱
同
前
、
四
二
六
、
四
二
八
ペ
ー
ジ
。
第
十
七
冊
、
八
七

l
-
―
ニ
ペ
ー
ジ
。

な
お
、
第
二
冊
、
四
三

0
ペ
ー
ジ
に
は
、
松
坂
郷
校
の
設
立
年
代
が
、
寛
政
六

年
と
さ
れ
て
い
る
。

⑭
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
八
冊
、

跡 目 相

⑬ ⑰ 

続

布衣以上

頭役—- - l 
素抱以上 寄合

妙

大御番
妙

独礼小普請

上以見目園

一
七
一
し
一
七
ニ
ペ
ー
ジ
。

妙
小十人小普請

御目見以下

塩硝奉行

>
以下小普請

『南紀徳川史』第8冊、
97~98ページ及び、享和
4年「御家中御役高御役
順」より作成

同
前
、
第
十
七
冊
、
二
九
ー
三
七
ペ
ー
ジ
。

『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
二
、
八
一
三
。
前
集
第
三
、

五゚

⑳
『
日
本
教
育
史
資
料
』
五
゜

⑳
注
⑱
、
及
び
、
『
御
触
害
天
保
集
成
』
下
、
五
一
三
六
、
五
一
五
九
、
五
四

六
八
、
五
四
六
九
゜

⑳
前
掲
『
南
紀
徳
川
史
』
第
十
七
冊
、
三
九
ペ
ー
ジ
。

⑳
同
前
、
三
七

l
-
―
一
九
ペ
ー
ジ
。

⑱
小
普
請
も
含
め
て
、
紀
州
蒋
で
の
跡
目
相
続
の
場
合
、
無
役
は
図
の
よ
う
な

形
と
な
る
。
つ
ま
り
、
布
衣
以
上
ま
で
は
寄
合
と
な
り
、
索
抱
以
上
ま
で
は
大

御
番
と
な
り
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
独
礼
小
普
請
に
な
る
部
分
を
除
け
ば
、

原
則
と
し
て
、
下
の
格
式
へ
移
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
形
で
の
跡
目
相
続
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
格
式
整
備

以
後
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

な
お
、
幕
府
法
令
は
、
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
二
、

1
0八
六
参
照
。

一
四
六
―
二
し
一
四
六
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◇ 

森岩芝小本号

本城井山の
編

一卓敬仁集
委

彦二司示員

＾ ^ M M 講教
1 1 師授
‘` ノツ

澤吹平

井田

浩 雅

一浩行

＾ ^ M M 助
1 2 教
ッツ授

（関西大学大学院博士課程

※幕府の足高の制については、そのほとんどが、室谷公一氏の御教

示によるものである。また、和歌山県史近世史部会の委員各位に

もお世話になった。共に、感謝したい。

＠注⑮の拙稿参照。

⑩前掲『南紀徳川史』第二冊、四七一、四七五ページ。

＠注③参照。

⑲『東亜人文学報』第四巻第二号、一九四五年。

社、所収。

⑱京都大学日本法史研究会編『藩法史料集成』、一九八0年、創文

世れ後ヽ ま ◇ 
史‘ 平し日槃
•本昭助た本
仏年和教゜史報
教四五授 学
史見九は の
゜年‘新

学本四-泉 任
月都 助

にょ大 教
就り学 授
任 橘 大 と
さ女 学 し
れ子 院 て
ま博‘
し拿士 平
た 助 課 雅
゜程行
専教を 氏
門授修 が
はを了 就
日勤さ 任

本中 めれ さ
らた れ
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⑰同前、五五七ページ。

⑯同前、第二冊、固二六ページ。第六冊、五五一＿一ページでは、寛政

六年とされている。

⑮同前、五四三し五四八ページ。




